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がん対策推進懇話会 

 

令和４年８月５日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ はじめに 

「神戸市がん対策推進条例（平成 26 年４月１日施行）」第 14 条の規定に基づ

いて、令和３年度の本市のがん対策に関する施策の実施状況について報告します。 
 

  

資料２ 

令和３年度 がん対策の取組報告 
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２ 神戸市がん対策推進懇話会の概要 

 
（１）懇話会開催の趣旨 

神戸市がん対策推進条例の施行（平成 26 年４月）を受け、がんの予防、

がん教育、検診受診、医療・療養の充実、患者支援、がんに関する情報収

集及び広報に至り総合的な取り組みを進めていくため、がんの専門家や学

識経験者、関係者等から意見を聴く「神戸市がん対策推進懇話会」を開催

している。 

 

（２）懇話会委員（令和４年度・敬称略・五十音順） 

会長 眞庭 謙昌 神戸大学副学長（病院担当）兼医学部附属病院長 

  植田 勝明 兵庫県保健医療部感染症等対策室疾病対策課長 

  桂木 聡子 神戸市薬剤師会副会長 

  北野 貞 兵庫県看護協会常務理事 

  久次米 健市 神戸市医師会副会長 

  杉村 智行 神戸市歯科医師会専務理事 

  祖父江 友孝 大阪大学大学院医学系研究科教授 

  高山 良子 神戸市看護大学講師 

  都築 いく子 健康づくり市民推進員 

  富永 正寛 兵庫県立がんセンター院長 

  西 昂 神戸市民間病院協会会長 

  深谷 隆 兵庫県予防医学協会会長 

  古川 宗 ひょうごがん患者連絡会会長 

  安井 久晃 神戸市立医療センター中央市民病院腫瘍内科部長 

 

 

（３）令和３年度 懇話会開催状況 

開催日 令和３年８月５日（木） 

（議題） 

・with コロナ、after コロナにおけるがん対策について 

（報告） 

 ・令和２年度がん対策の取り組み状況について 

 

 



３ 神戸市がん対策推進条例に関する取り組み 
 

（１）がん予防の推進（第５条） 
 ・喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響に関する知識の

普及啓発 

・肺がんを始めとする種々のがんの原因である喫煙の抑制、受動喫煙対策 
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（普及啓発・保健指導） 

〇禁煙・受動喫煙防止啓発 

・世界禁煙デー(5 月 31 日)・禁煙週間(5

月 31 日～6 月 6 日)にあわせ、JR 三ノ

宮駅、花時計ギャラリー等にて広告啓

発を実施した。 

 

・兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条

例」改正(令和 2 年 4 月全面施行)の周

知啓発のため、新規開業飲食店舗向け

に食品衛生責任者養成講習での周知等

を実施した。 

・市民からの通報に基づく、民間施設、飲

食店等への望まない受動喫煙の防止へ

の改善要請、指導を実施した。 

 

〇運動・食生活 

・健康講座として、健康運動指導士・保健

師・管理栄養士等を自治会や婦人会等

の健康づくりグループに派遣したり、

区主催で実施した（17件 352 人）。 

 

 

 

 

 

〇イベント等での啓発 

・毎年 10 月の「乳がん月間」に、日本対が

ん協会やあけぼの会等とともに、乳がん

の早期発見や知識の普及啓発を目的とし

てピンクリボンフェスティバルの開催運

営を行った（新型コロナウイルス感染拡

大防止のためスマイルウォークは中止）。 

・ピンクリボンフェスティバル開催に伴い、 

MOSAIC 観覧車や明石海峡大橋等のライ

トアップを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（がん予防の推進） 

・COPD(慢性閉塞性肺疾患)の周知啓発のた

め、各区のイベントや健康教育の場で肺

年齢を測定し、喫煙者にはあわせて禁煙

指導を実施していたが、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため、令和３年度

は全面中止した。代替事業として一部区

において、啓発資材の展示やリーフレッ

トの配布等による啓発事業を実施した。 

・COPD スクリーニング＆禁煙サポート事業

(胸部Ｘ線健診等での有リスク者である

喫煙者に禁煙サポートを行う事業)を実

施した（対象者数 1,233 人）。 

・子宮頸がんの予防接種を小学校６年生か 

ら高校１年生相当の女子を対象に実施し

令和３年度の取り組み 

 

赤字：新規 青字：拡充 
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た（延べ 9,861 回)。 

・医療機関や保健センター、小学校６年生

から高校１年相当の女子に子宮頸がん予

防のための HPV ワクチンに関するリーフ

レットを配付し、正しい理解のための周

知に努めた。 

・肝炎対策として、肝炎ウイルス検査を実

施した（受診者数：12,575 人）。 

・40 歳・50 歳・60 歳歯周病検診、後期高齢

者(75 歳)歯科健康診査等を実施した（受

診者数 40歳：1,376 人、50 歳：2,403 人、

60 歳：2,434 人、75 歳：1,073 人）。 

・口腔がん検診の実施を支援した（受診者

数：599 人）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和４年度の取り組み） 

・禁煙・受動喫煙防止対策として、令和 2年

4 月より全面施行された改正健康増進法

及び改正県条例に基づき、市民や事業者

からの受動喫煙(防止)にかかる相談や通

報に対応する。 

・受動喫煙の防止等に向けた周知・啓発に

ついては、新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため街頭キャンペーンは行わず、

インターネット広告など新たな方法を用

いて効果的に取り組む。 

・同条例および環境局所管の神戸市「ぽい

捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」

の内容について分かりやすく横断的に周

知するため、全市版の広報紙 KOBE での情

報発信を実施（令和４年８月号）。 

・食生活、運動についてセミナーや健康講

座等を実施して、生活習慣病の予防に取

り組む。 

・COPD スクリーニング事業＆禁煙サポート

事業について、引き続き事業を実施する。 

・COPD 啓発事業として、コロナウイルス感

染症の状況を踏まえ事業再開を検討する。 

・肝炎対策として、肝炎ウイルス検査を引

き続き実施する。 

・口腔がん検診を引き続き実施する。 

・50 歳・60 歳歯周病検診、後期高齢者(75

歳)歯科健康診査の個別通知をわかりや

すく改訂して受診率向上を目指す。さら

に、神戸市公式 Twitter で受診勧奨を行

う。 

・依頼により専門職（医師、保健師等）を派

遣する健康教育のメニューとして、がん

の予防、減塩について引き続き実施。 

・小学校６年生から高校１年相当の女子に

子宮頸がん予防のための HPV ワクチンに

関するリーフレットと接種券を配付し、

正しい理解のための周知、および予防接

種勧奨を実施する。 

・定期接種の対象期間内に HPV ワクチンの

接種を受けていない、平成 9 年度から平

成 18年度生まれの女子に対し、HPV ワク

チンに関するリーフレットと接種券を配

付し、正しい理解のための周知、および予

防接種勧奨を実施する 

 

（今後の取組みの方向性） 

・COPD の認知度向上を目的とした啓発や禁

煙指導と併せて、有リスク者への受診勧

奨を継続して行う。 

今後の取り組みと課題 

（肺年齢測定の様子） 



（２）がんに関する教育の推進（第６条） 
・学校教育における、がん予防も含めた健康教育の実施 
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（学校教育における取組） 

〇児童・生徒への教育 

・文部科学省のがんの教育総合支援事業

を活用し、３年度は、推進校として２

つの中学校を指定し、以下の取組を行

った。 

① 有馬中学校では、「生命の尊さ」と「い

のちの教育」～かけがえのない生命を

尊重できる心に～ をテーマにした

校内研修の中で、がんを題材とした授

業研究を行った。１２月に行われた道

徳地区別研究会では、１・２年生の全

クラスで授業が公開された。 

② 飛松中学校では、「がんについて知ろ

う」というテーマで学校保健委員会が

開かれた。患児家族を講師に迎えて行

われた講演会では、親（家族）の目線

から発せられる言葉に、生徒たちが真

剣な表情で聴き入った。また、トライ

やるウイークでは、校区内の商店街で

募金活動を行い、収益をがん患者の療

育施設へ寄付した。 

〇教職員に向けた教育 

・養護教員、中学校保健体育担当教員、

保健主事等を対象とした研修を計画し

たが、新型コロナウイルス感染症の影

響で中止となった。 

〇がんに関する教育推進に向けた教育関

係者会議 ※新型コロナウイルス感染

症の影響により書面による開催（2回） 

〇外部講師の活用に対応するための条件

整備 

・関係機関に協力していただき、「がん教

育 外部講師 協力団体照会一覧」の 

 内容を更新。 

 

 

 

 

 

（令和４年度の取組） 

・本年度も文部科学省の「がん教育総合

支援事業」を活用し、取組を進める。

推進校を選定し、先進的な取組を全市

へ発信する。 

・実践事例集を作成し、学校園に配布す

る。 

・神戸市作成の中学生及び家庭向けリー

フレットを全中学校へ配布し、授業で

活用するとともに、家庭への啓発も図

る。 

・教職員対象の研修会を実施し、がん教

育の積極的な取組を促す。 

・教育関係者会議を計２回開催し、「がん

に関する教育」推進に向けた計画、実

践について、構成メンバーの方々より

助言を得る。 

 

（今後の取組の方向性） 

 ・中学校では、令和 3 年度から新学習指

導要領が全面実施となり、保健体育科

において「がんの予防」についての学

習が始まった。各校作成の学校保健計

画の情報をもとに、特徴的な取組が見

られる学校を取り上げ、発信する。 

 ・小学校、高等学校においては、学校や

地域の実情に応じた取組を促す。 

・教職員の意識を向上させ、指導の指針

となるよう研修会を開催する。 

・引き続き、関係機関と連携しながら、

学校におけるがん教育を推進していく。 

・外部講師の活用に対応できるように、

さらに条件整備を進める。 

今後の取組と課題 令和３年度の取組 

赤字：新規 



（３）がん検診の受診率の向上等（第７条） 
・市民のがん検診の受診率向上に資するよう、がん検診の普及啓発 

・がんの早期発見のためがん検診を実施 

・企業、団体及び医療保険者との連携を図る 
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（検診体制の整備） 

〇神戸市の検診事業 

・胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、

乳がん、前立腺がん検診を実施した。受

診者の利便性向上のため、一部検診機関

において、休日（土曜・日曜・祝日）や 

夜間の検診を実施した。 

・がん検診を市民が受診しやすいよう、

市内の指定医療機関や検診車で実施し

た。 

・こうべ健康いきいきサポートシステム

のデータを活用し、無料受診券（40歳

総合健診受診券、20歳子宮頸がん検診

無料クーポン券）の個別送付、及び節目

年齢（30、50、60 歳）の対象者あてハ

ガキによる個別受診勧奨を実施。 

・20 歳子宮頸がん検診無料クーポン券の

未利用者あて、ハガキによる再勧奨を

実施。 

・新型コロナウイルス感染症の影響を踏

まえ、受診機会の確保策として，無料受

診券及び偶数歳の方が受診対象となっ

ている検診の受診期限を，それぞれ６

か月間延長し、受診を促した。 

・特定健診とがん検診が同日に受診でき

るセット健診を、健康ライフプラザ及

び兵庫県予防医学協会健診センターに

て実施した。 

 

（受診しやすい環境づくり） 

○WEB 予約システムの導入 

・集団検診（胃がんバリウム検査、乳がん

検診、セット健診）の予約を WEB で完

結できるシステムを導入した。 

 

・神戸市スマート申請システム e-KOBE で

の、大腸がん検診（郵送方式）の申込を

開始した。（申込可能期間は 10月～2月） 

○わかりやすい広報の実施 

・神戸市がん検診制度の周知のため、国

保特定健診受診券に同封するリーフレ

ットについて、わかりやすさと継続受

診の訴求を重視して内容を見直した。 

・神戸市ホームページの、がん検診のペ

ージについて、受診方法や自己負担金

額、実施医療機関一覧へのリンク等を

わかりやすく見直した。 

 

（その他） 

 ○乳がん検診における高濃度乳房の通知 

・ワーキンググループを設置し検討を行い、 

令和４年２月より本人通知を開始した。 

 

（神戸市がん検診制度の概要） 

検診名 実施方法 対 象 自己負担 

胃がん 

(内視鏡) 
指定医療機関 

50歳以上

(偶数歳) 
2,000円 

胃がん 

（X線） 
検診車 40歳以上 600円 

肺がん 指定医療機関 40歳以上 1,000円 

大腸がん 
集団健診時又

は郵送 
40歳以上 500円 

子宮頸がん 指定医療機関 
20歳以上

(偶数歳) 
1,700円 

乳がん 
指定医療機関

又は検診車 

40歳以上

(偶数歳) 

(40歳代) 

2,000円 

(50歳以上) 

1,500円 

・自己負担無料対象者：70歳以上、被保護世帯、市民

税非課税又は均等割課税世帯、特定中国残留邦人等

支援給付受給者 

・20 歳に子宮頸がん無料券、40 歳に 5 大がん含む総

合受診券(無料)を交付 

令和３年度の取り組み 

赤字：新規 青字：拡充 
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（令和４年度の取り組み） 

・令和３年度と同様に、無料受診券（40 歳

総合健診受診券、20歳子宮頸がん検診

無料クーポン券）の個別送付、及び節目

年齢（30、50、60 歳）の対象者あてハ

ガキによる個別受診勧奨を実施。20歳

子宮頸がん検診無料クーポン券の未利

用者へ、ハガキによる再勧奨を実施。 

・受診機会の確保策として，無料受診券

及び偶数歳の方が受診対象となってい

る検診の受診期限を，それぞれ６か月

間延長する。 

・がん検診受診の重要性について広報紙

KOBE やイベント等で啓発を実施すると

ともに、がん検診受診促進協定締結企

業・団体に呼びかけて検診受診を促す。 

・昨年度に引き続き休日検診及び健康ラ

イフプラザ、健診センターでのセット

健診を実施する。 

 ・大腸がん検診の自己負担金支払につい

て、キャッシュレス決裁の導入を検討

する。 

 ・子宮頸がんワクチン接種券に、子宮頸が

ん検診の受診勧奨チラシを同封する。 

 ・新型コロナウイルス感染症対策により

令和２年度の一定期間がん検診が中止

となったことに伴い，中止期間中に 40

歳総合健診受診券の有効期間が重なっ

ていた方への受診機会の確保策として，

有効期限を令和 5 年 3 月末に設定した

受診券を再送付する。 

 ・40 歳総合健診のご案内について、わか

りやすさと受診勧奨を重視して内容を

改訂する。 

 ・乳がん検診において高濃度乳房と通知

された方のための相談窓口を設置する。 

 

（今後の取組みの方向性） 

・広報の実施方法（個別勧奨の対象者や

広報の手法等）について検証を行い、よ

り効果的な勧奨を行っていく。 

・精密検査受診率の向上を目的として、

指定医療機関への依頼や市民への精密

検査受診勧奨等、精度管理体制の強化

を行う。 

  

 

今後の取り組みと課題 



（４）医療体制の充実及び研究の支援（第８条） 
・市並びに医療機関・関係団体は県と連携し、患者の状態に応じた質の高い適切ながん医

療体制を整備 

・がんの診断法及び治療法の創出に向けた研究支援の実施 
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（医療体制の充実） 

〇集学的治療の充実及びがん研究の支援 

・中央市民病院では、放射線治療において

通常照射のほか、強度変調照射等の高精

度照射を行っている。手術による根治の

みでなく、放射線治療単独または化学療

法との組み合わせや、術前・術後の化学

療法等集学的に低侵襲かつ根治を目指

した治療を実施している。化学療法にお

いては標準的治療を基本とし、治験参加

も含め、安全に外来化学療法を実施でき

るよう、患者支援を充実させている。 

・また、令和元年より一部のがん遺伝子パ

ネル検査が保険収載されたことにより

ゲノム検査外来の利用が増えており、令

和３年度は 94件の利用があった。 

・西神戸医療センターでは、令和２年６月

に新しく更新を行った放射線治療シス

テム（リニアック装置・治療計画装置）

での高精度な放射線治療を行った。 

・また両病院において、院内がん登録の推

進による５年予後追跡率の分析、低侵襲

治療である腹腔鏡・胸腔鏡下の手術や化

学療法を積極的に実施した。 

・さらに、中央市民病院ではがん治療の副

作用・合併症の予防や軽減、患者の QOL

（生活の質）の向上のため、地域の歯科

医との連携による口腔ケアの推進に取

り組むとともに、西神戸医療センターで

は周術期口腔機能管理システムの運用

に関する研修を行った。 

・なお、両病院において、地域の医療者も

対象にしたオープンカンファレンスに

ついては新型コロナウイルス感染拡大

防止の点から開催を見送った。 

・また、がん患者等が妊娠するための機能

を温存する治療「妊孕性温存療法」に関

して、中央市民病院、西市民病院、西神

戸医療センターにおいて、がん治療全般

の過程で温存の可能性があれば、患者の

意向を確認の上、迅速に県の指定医療機

関へ紹介を行った。 

・神戸医療産業都市では、中央市民病院を

核として、神戸低侵襲がん医療センター、

神戸大学医学部附属病院国際がん医療・

研究センター、兵庫県立粒子線医療セン

ター附属神戸陽子線センターなど、高度

専門病院等が集積するメディカルクラ

スターの連携強化を図り、市民へ最適な

医療の提供をめざした。 

 

（研究等の支援） 

・神戸医療産業都市として開発を支援し

てきた手術支援ロボットシステム

「hinotori™」（株式会社メディカロイド

が開発）が、令和２年度に泌尿器を適用

領域として販売開始され、令和３年度に

は婦人科および消化器科への適用の申

請を行った。 

・がん光免疫療法に関して、治療・研究開

発の拠点として神戸大学医学部附属病

院に「光免疫治療センター」が、同病院

国際がん医療・研究センターに「頭頸部

アルミノックス外来」がそれぞれ設置さ

れた。 
 

 

（今後の取組みの方向性） 

・中央市民病院及び西神戸医療センター

は、国指定地域がん診療連携拠点病院

今後の取り組みと課題 

令和３年度の取り組み 
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として、引き続き、がん治療の充実を図

っていく。 
・妊孕性温存療法に関して、引き続き、中

央市民病院、西市民病院、西神戸医療セ

ンターにおいて、県の指定医療機関と

の適切な役割分担の下に対応を行う。 

・神戸医療産業都市においては、引続き

新たな診断法や治療技術の開発・実用

化に向けて必要な支援を行っていく。 



（５）緩和ケア、在宅療養の充実（第９条、第 10 条） 
・緩和ケアを受けることが出来る環境の整備 

・在宅療養が出来る環境の整備 
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（緩和ケア、在宅療養の充実） 

〇緩和ケアの充実 

・市民病院においては、多職種からなる

緩和ケアチームが入院患者を対象に疼

痛・苦痛の緩和・心の相談に対応した。

また、緩和ケア機能を有する医療機関

との連携、在宅医、訪問看護師との治

療及びケアについての情報共有・連携

を図った。 

・中央市民病院は令和元年度より、西神

戸医療センターは令和３年度より、緩

和ケアセンターを設置し、がん専門看

護師を配置する等人員体制を強化して、

早期からがん患者に関わり緩和ケアの

充実を図っている。 

  

（神戸圏域における緩和ケア病棟・緩和ケ

アチームを有する病院） 

緩和ケア病棟を有する病院（病床数） 

６病院（122 床） 

・神戸ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｽﾄ病院(21) 

・JCHO 神戸中央病院(18) 

・東神戸病院(21) 

・六甲病院(21) 

・甲南病院(22) 

・神戸協同病院(19) 

緩和ケアチームを有する病院 

20 病院 

神戸市立医療センター中央市民病院、

神戸市立医療センター西市民病院、神

戸市立西神戸医療センター、神戸大学

医学部附属病院、JCHO 神戸中央病院、

兵庫県立こども病院、済生会兵庫県病

院、神戸低侵襲がん医療センター、川

崎病院、神戸海星病院、三菱神戸病院、

神戸赤十字病院、神鋼記念病院、宮地

病院、甲南医療センター、西病院、神

戸朝日病院、神戸協同病院、佐野病院、

神戸掖済会病院 

 
（令和２年度兵庫県病床機能報告及び 
兵庫県医療機関情報システムより） 

 

〇在宅療養の充実 

・がん末期等状態が急変する恐れのある方

に介護保険の要介護認定に要する期間

の短縮を図った。（令和３年度実績） ：

緊急案件 14.5 日/90 件（通常審査案件

平均 33.8 日/69,935 件） 

 ・がん末期患者が要介護認定申請後、認  

定調査前に亡くなった場合発生する死

亡前の介護サービス利用料の一部を助

成した。（令和３年度実績）：５件、145

千円 

 ・若年者の在宅ターミナルケア支援事業 

（20 代、30 代のがん患者の方が住み慣

れた生活の場で安心して自分らしい生

活が過ごせるよう、在宅サービス利用

料の一部負担を軽減事業）を実施した。 

以前より要望のあった訪問入浴介護も

助成対象とした。 

（令和 3 年度実績）：利用決定 12 名 

・「医療介護サポートセンター」では、タ

ーミナルケアに対応可能な診療所の

紹介など、在宅療養に関する情報提供

をはじめ、医療と介護の連携強化に取

り組んだ。 

（令和３年度実績）：がん患者の在宅療

養等に関する相談 83 件 

 

 

 

 

令和３年度の取り組み 

青字：拡充 
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（令和４年度の取り組み） 

 ・若年者の在宅ターミナルケア支援事業

を引き続き実施。 

・がん末期患者が要介護認定申請後、認

定調査前に亡くなった場合発生する死

亡前の介護サービス利用料の一部を助

成する。 

 

（今後の取り組みの方向性） 

・市民病院においては、院内外医療従事

者を対象とした緩和ケア研修の開催

や、緩和ケアチームを中心とした患者

の相談対応の充実を図る。 

・「医療介護サポートセンター」におい

て、がん患者の在宅療養等に関する相

談対応を行うとともに、医療と介護の

一層の連携強化を図る。 

今後の取り組みと課題 



（６）がん患者等への支援（第 11 条） 
・がん患者等の相談体制の充実と患者会等の活動支援 
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（相談体制の整備） 

〇がん診療連携拠点病院等での相談体制 

・中央市民病院及び西神戸医療センター

では、がん相談支援センターにおいて、

週５日（月～金）がん相談員が常駐し、

患者の相談に応じるとともに、セカン

ドオピニオンにも対応した（令和３年

度がん患者相談受付件数：中央市民病

院 704 件・西神戸医療センター1,079

件）。 

※新型コロナウイルス感染症防止対策

を行ったうえでの対面相談のほか、

電話相談も継続して実施。 

・がん患者やその家族を対象とした患者

サロンについては新型コロナウイルス

感染拡大防止の点から開催を見送った。 

○がん相談支援センター連絡会議 

・県と市、がん相談支援センターとの情

報交換、連携強化のため、連絡会議を実

施しアピアランス支援、就労支援等に

ついて意見交換した。（令和４年１月） 

〇就労支援 

・中央市民病院及び西神戸医療センター

では、月１回、通院中のがん患者やその

家族を対象に、社会保険労務士による

「仕事と暮らしの相談会」を開催した。

（中央市民病院：８件、西神戸医療セン

ター：６件） 

・また中央市民病院においては、ハロー

ワーク神戸による就業相談会（４件）を

開催した。 

・がんになっても、仕事と治療の両立が

果たせるよう就労支援の必要性を啓発

するため企業および市民向け就労支援

セミナーを実施した（令和 4 年 3 月実

施し、当日の講演内容を市ホームペー

ジに動画で掲載）。 

○がん患者会交流会 

 ・西神戸医療センターにおける令和３年

度のがん患者交流会は新型コロナウイ

ルス感染拡大の点から開催を見送った。 

 〇がん患者アピアランスサポート事業 

  ・がん患者の心理的負担を軽減するとと

もに、就労等社会参加を促進し、療養生

活の質の維持向上を図ることを目的と

し、薬物療法・放射線療法による脱毛や

手術療法による乳房切除など、がん治

療による外見変貌を補完する補正具の

購入費用の助成を行った。 

  （令和 3 年度実績）申請件数 669 件 

○骨髄等ドナー支援事業 

 ・骨髄等（骨髄・末梢血幹細胞）を提供し

たドナーの方を対象に、骨髄等の提供

のための通院、入院等に対し、１日あた

り２万円の助成金を交付した（１回の

提供につき、最大 10 日間／20 万円）。 

 ・令和３年度実績：８件／156 万円 

 

 

（令和４年度の取り組み） 

 ・市民病院において、引き続きがん相談支

援センターの充実を行い、がん患者・家

族への積極的な支援を行う。 

 ・集合形式での患者サロンの開催につい

ては感染拡大が落ち着いた後に再開す

る。社会保険労務士による就労支援の

相談会は月１回、継続して開催する。 
・西神戸医療センターにおいては、「がん

ピアサポート」の支援の一環として、

活動を希望するがんの体験者を、がん

ピアサポーター養成研修へ橋渡しす

る等の活動を引き続き行っていく。 

・市内のがん相談支援センターの広報リ

ーフレットの更新をし、小児がん拠点

令和３年度の取り組み 

今後の取り組みと課題 

赤字：新規 青字：拡充 
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病院である兵庫県立こども病院の情

報を追加し広報を行う。市内の病院、

薬局や区役所、図書館等公共施設、約

2,500 箇所に設置する。 

 ・治療と就労の両立のため、企業および市

民向け就労支援セミナーをコロナ禍の

状況を踏まえながら実施を検討。 

 ・がん患者アピアランスサポート事業を

引き続き実施する。 

 ・骨髄等ドナー支援事業を引き続き実施

する。 

・前立腺がん等の患者は、手術後に尿パ

ットなどの使用が必要な場合があるが、

男性トイレにはサニタリーボックスが

なく捨て場所に困るとの現状があるた

め、令和 4 年 7 月より神戸市役所 1 階

の男性トイレにサニタリーボックスを

設置。 

・妊孕性温存治療の助成制度は、兵庫県

の所管事業となったが、事業自体の啓

発については、神戸市ホームページや

がんガイドへの記載等を通じて実施。 

 

 （今後の取組みの方向性） 

 ・市民病院をはじめとする市内の拠点病

院等が取り組むがん患者支援の取り組

み状況について情報収集を行い、相談

窓口についての周知、広報に努める。 

・就労支援について、就労支援セミナー

の開催等を通じて企業への働きかけ

を継続していく。 

・前立腺がん等の患者に配慮したサニタ

リーボックスの設置・周知等について

引き続き検討していく。 

・妊孕性温存治療の助成制度については

若い世代への広報が必要なため、ＳＮ

Ｓなどの広報手段も活用しながら実

施していく。 

 



（７）情報の収集及び提供並びに広報（第 12 条） 
・市民ががん医療に関する適切な情報が得られるよう環境を整備する 
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（市民への情報提供と広報） 

〇広報紙への掲載 

・広報紙 KOBE へがん検診制度の案内とと

もに、WEB 予約について掲載した。 

〇市民公開講座・健康教育 

・中央市民病院及び西神戸医療センター

で共催している公開講座「がん市民フ

ォーラム in KOBE」は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため開催を見送っ

た、西神戸医療センターではホームペ

ージ上で、がん市民フォーラムの動画

配信を行った。 

・西神戸医療センターにおいて開催して

いる、がん患者やその家族を主な対象

とした誰でも参加できるがん教室は新

型コロナウイルス感染拡大防止のため

開催を見送った。 

○子宮がんの啓発 

・医療機関や保健センター、小学校６年

生から高校１年相当の女子に対し子宮

頸がん予防のための HPV ワクチンに関

するリーフレットを配付し、正しい理

解のための周知に努めた。 

〇頭頸部がんの啓発 

・世界頭頸部がんの日にあわせて、民間

企業等との協働により、市内医療機関

へのポスター掲示を通じて、頭頸部が

んの早期発見等につながる正しい知識

の普及啓発に努めた。 

〇ホームページ 

・神戸市ホームページ内にがん対策専用

のページを整備し、がん相談窓口及び

がん患者サロン、就労に関する情報に

ついて発信した。また、がん予防、がん

患者支援、がん検診などについて掲載

した｢KOBE がんガイド｣を作成し、ホー

ムページで掲載した。 

・（公財）神戸医療産業都市推進機構 医

療イノベーション推進センター（TRI）

が運営している「がん情報サイト」によ

り、がんの患者やその家族、医療専門家

向けに情報発信を行った。 

 

 

（令和４年度の取り組み） 

・広報紙 KOBE へがん検診の受診勧奨とし 

て年に数回特集記事を掲載する。 

・西神戸医療センターにおいては患者ライブ

ラリーに配架しているパンフレットやがん

関連の書籍の充実を継続し、ライブラリー

の利用促進を図る。 

・健康教育を通じて「がんについて知っ

ていますか？日本人のためのがん予防」

をテーマに、全世代に向けて啓発する。 

・小学校６年生から高校１年相当の女子

に子宮頸がん予防のための HPV ワクチ

ンに関するリーフレットと接種券を配

付し、正しい理解のための周知、および

予防接種勧奨を実施する。 

・定期接種の対象期間内に HPV ワクチン

の接種を受けていない、平成 9 年度か

ら平成 18 年度生まれの女子に対し、

HPV ワクチンに関するリーフレットと

接種券を配付し、正しい理解のための

周知、および予防接種勧奨を実施する 

・世界頭頸部がんの日にあわせた市内医

療機関への啓発ポスター掲示を実施す

る。 

 

（今後の取組みの方向性） 

・市民に必要な情報が適切に届くよう、

最新情報の収集及び整理を行い、情報

提供していくとともに、地域で活動す

る患者会・支援団体の活動支援や拠点

病院との協力体制を構築する。 

今後の取り組みと課題 

令和３年度の取り組み 

赤字：新規 青字：拡充 
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・がん予防、がん患者支援、がん検診など

について掲載した｢KOBEがんガイド｣な

どを用いた啓発を継続していく。 
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１．全国、兵庫県、神戸市及び各区のがんによる死亡率（人口 10 万対） 

 
 

  

                             

                                           

 

 

２．神戸市のがん部位別死亡比率（男女別：令和２年） 
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３．神戸市の全死因中の主な死因の割合（年代別・男女別：令和２年） 

 

（男性） 

 
 

 

（女性） 
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４．令和元年度がん検診受診率（国民生活基礎調査：職域・人間ドック等を含む） 

 

政令指定都市比較 

 
調査対象人数     全国   98,565 人 

              兵庫県   4,297 人 

              神戸市      1,213 人 

 

神戸市がん検診受診率の推移「出典：国民生活基礎」 
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５．令和２年度 神戸市のがん検診を受診された方の精密検査の結果等 

 

受診者数は、令和２年度に本市のがん検診を受診された方の総数。 

 

 

６．５年相対生存率推移（全国・男女別） 

 （男性） 

 
（女性） 

 
  （出典：国立がん研究センターがん情報サービス『がん統計』） 

 

区分 
受診 

者数※ 

要精検 

者数 

 

 

 

精 

検 

受 

診 

率 

(%) 

が 

ん 

発 

見 

率 

(%) 

     

未把

握  
精検受

診者数 

異常 

認めず 

がんで

あった

者 

がんの疑い

のある者ま

たは未確定 

がん以外

の疾患で

あった者 

胃がん 16,956 548 372 17 31 13 311 167 67.8 0.18 

大腸がん 79,790 4,397 3,216 589 171 1 2,455 687 73.1 0.21 

肺がん 27,239 521 438 175 5 34 224 83 84.1 0.02 

子宮頸がん 23,048 597 469 71 10 177 211 86 78.6 0.04 

乳がん 23,378 1,670 1,555 852 110 42 551 115 93.1 0.47 
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７．全国のがん年齢調整死亡率・罹患率年次推移（男女別） 
  

（１） がん年齢調整死亡率（1958 年～2020 年） 部位別（主要部位） 

 

 
 

 

（２）がん年齢調整罹患率（1985 年～2015 年） 部位別（主要部位） 

 

 
 

 
（出典：国立がん研究センターがん情報サービス『がん統計』） 
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８．2020 年の新型コロナウイルス感染症の流行下におけるがん診療の状況について 

（2021 年 11 月 26 日付 国立研究開発法人国立がん研究センタープレスリリース抜粋） 

 

前年度と比較すると、小児がん拠点病院 1 施設を含む 594 施設で全登録数が 60,409 件 

減少（平均 4.6％減）。施設によって減少幅は異なるものの、がん診療連携拠点病院 

等では平均 5.3％の減少を認めた。 

がん診療連携拠点病院等における登録数をみると、男女とも肝臓はほぼ横ばいである 

のに対し、特に男性で胃・大腸、女性で乳房・胃の登録数が減少した。 
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○神戸市がん対策推進条例 

平成26年３月31日  

条例第59号  

改正 令和元年12月６日条例第35号  

我が国では，急速な少子高齢化や社会構造の変化が進む中で，偏りのある食生

活，運動不足，過労などによる生活習慣病の問題や，働く環境の変化などに起因

する心の問題などが生じており，私たちの健康を取り巻く環境は厳しさを増して

いる。その中にあって，特にがんは，昭和56年より，国民の死亡原因の第１位で

あり，生涯のうちに約２人に１人はがんにかかると推計され，年間約35万人がこ

の病によって命を失っている「国民病」である。 

本市においても，年間の死亡者数のうち，がんによる死亡者数は約３割を占め

ており，本市の健康増進計画においてがん検診受診率の向上対策及び検診結果に

応じた取組の推進を掲げ，がん対策の推進に取り組んでいる。 

しかしながら，本市が実施しているがん検診の受診率はおおむね２割から４割

と低く，がんの脅威，予防の重要性等に対する意識が市民に十分に浸透している

とは言い難い状態にある。 

このような背景の下，市民にがんの予防，早期発見及び早期治療に係る意識を

普及させ，がんの予防対策並びに患者及び家族等の活動に対する支援の充実に努

め，市民総ぐるみで，がん対策の更なる向上に寄与していくことを目的に，ここ

に神戸市がん対策推進条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は，本市のがん対策を総合的に推進するため，がん対策に関す

る基本的事項を定め，もってがんの予防及び早期発見の推進並びに地域のがん

に係る医療水準の向上並びにがん患者及びその家族（以下「がん患者等」とい

う。）への支援を図ることを目的とする。 

（市の責務） 

第２条 市は，国，県，医療機関その他関係機関及び関係団体並びに患者会等（が

ん患者等で構成される団体等をいう。以下同じ。）と連携を図りつつ，がん対

策に関し，実効性のある施策を実施するよう努めるものとする。 
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（市民の役割） 

第３条 市民は，がんに関する正しい知識を持ち，がんの予防及びがん検診の受

診に努めるとともに，市が実施するがん対策に協力するよう努めるものとする。 

（保健医療関係者の役割） 

第４条 保健医療関係者（がんの予防及び早期発見並びにがんに係る医療（以下

「がん医療」という。）に携わる者をいう。以下同じ。）は，市が実施するが

ん対策に協力するよう努めるものとする。 

２  保健医療関係者は，がん患者等に対し，積極的にこれらの者が必要とするが

んに関する情報を提供するよう努めるものとする。 

（がんの予防の推進） 

第５条 市は，喫煙，食生活，運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼ

す影響に関する知識の普及啓発その他がんの予防の推進のために必要な施策を

実施するものとする。 

２  市は，肺がんを始めとする種々のがんの原因である喫煙の抑制に向け，喫煙

及び受動喫煙が健康に及ぼす影響に関する知識の普及啓発を図るほか，受動喫

煙対策として，健康増進法（平成14年法律第103号）その他の法令に基づき，必

要な施策を実施するものとする。 

（がんに関する教育の推進） 

第６条 市は，学校教育の場において，健康の保持増進及び疾病の予防といった

観点から，がんの予防も含めた健康教育に取り組むものとする。 

（がん検診の受診率の向上等） 

第７条 市は，市民のがん検診の受診率向上に資するよう，がん検診の普及啓発

に関する施策を実施するものとする。 

２  市は，がんの早期発見に資するよう，国の指針に基づくとともに，最新の知

見も踏まえ，科学的根拠に基づく適切ながん検診を実施するよう努めるものと

する。 

３  市は，企業，団体及び医療保険者（介護保険法（平成９年法律第123号）第７

条第７項に規定する医療保険者をいう。）との連携を図りつつ，がん検診の適

切な受診の推進その他がん対策を協働して実施するよう努めるものとする。 
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（医療体制の充実及び研究の支援） 

第８条 市並びに医療機関その他関係機関及び関係団体は，県と連携を図りつつ，

がん患者がそのがんの状態に応じて，手術療法，放射線療法，化学療法等又は

これらを組み合わせた集学的治療による，質の高い適切ながん医療を受けるこ

とができるよう必要な環境整備に努めるものとする。 

２  市は，がんの予防及び治療に伴う身体的負担の軽減が図れるよう，革新的な

がんの診断法及び治療法の創出に資するがん研究を医療機関その他関係機関と

連携しながら支援するよう努めるものとする。 

（緩和ケアの充実） 

第９条 市並びに医療機関その他関係機関及び関係団体は，県と連携を図りつつ，

緩和ケア（がん患者の身体的苦痛，精神的苦痛その他の苦痛又は社会生活上の

不安の軽減等を目的とする医療，看護，介護その他の行為をいう。）の充実を

図るために必要な環境整備に努めるものとする。 

（在宅療養の充実） 

第 10条  市並びに医療機関その他関係機関及び関係団体は，県と連携を図りつつ，

がん患者等の意向により，その居宅において療養できるよう必要な環境整備に

努めるものとする。 

（がん患者等への支援） 

第 11条  市は，肉体的な痛みだけでなく，精神的な不安や悩みに直面するがん患

者等をサポートするため，相談体制の充実を図るとともに，患者会等が行う活

動を支援するよう努めるものとする。 

２  市は，がん患者の就労に関する啓発活動，治療と就労の両立についての相談

体制の整備その他のがん患者の就労に関する必要な支援をするよう努めるもの

とする。 

（情報の収集及び提供並びに広報） 

第 12条  市は，市民ががん医療に関する適切な情報を得られるよう，県及び医療

機関と連携を図りつつ，がん医療に関する情報の収集に努めるものとする。 

２  市は，医療機関その他関係機関及び関係団体と連携を図りつつ，市民に対し，

がん医療及びがん患者等の支援に関する情報の提供に努めるものとする。 
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３ 市は，市民のがん対策に関する理解及び関心を深めるため，広報活動その他

の必要な施策を実施するものとする。 

（財政上の措置） 

第 13条  市は，がん対策に関する施策を計画的に実施するため，必要な財政上の

措置を講ずるよう努めるものとする。 

（議会への報告） 

第 14条  市長は，毎年度，本市のがん対策の実施状況を議会に報告するものとす

る。 

附  則  

この条例は，平成26年４月１日から施行する。 

附  則（令和元年12月６日条例第35号）  

この条例は，令和２年１月１日から施行する。 

 


